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は
じ
め
に

　

本
稿
は
清
末
民
国
初
期
の
中
国
で
朱
舜
水
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た

か
、
受
容
者
た
ち
の
政
治
的
立
場
や
意
見
の
相
違
点
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

朱
舜
水
は
、
従
来
、
江
戸
儒
学
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
明
治
維
新
に
至
る
ま
で

参
照
さ
れ
続
け
た
明
末
遺
民
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は

「
革
命
家

（
１
）

」
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
明
治
期
の

知
識
人
た
ち
が
同
時
代
の
文
脈
に
影
響
さ
れ
つ
つ
形
成
し
た
朱
舜
水
像
だ
と
考

え
ら
れ
る

（
２
）

。
明
朝
復
興
の
た
め
に
奔
走
し
た
朱
舜
水
は
、
明
清
交
替
の
際
に
日

本
に
亡
命
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
本
の
儒
学
振
興
に
尽
力
し
た
が
、
清
朝
に

お
い
て
朱
舜
水
と
い
う
名
は
ほ
ぼ
完
全
に
消
失
し
た
。
そ
れ
は
忘
却
さ
れ
た
と

い
う
よ
り
、む
し
ろ
敵
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
黙
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。も
っ

と
も
、
清
末
に
な
っ
て
内
憂
外
患
が
相
次
ぐ
と
、
反
清
の
志
士
と
し
て
再
び
脚

光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
現
象
は
、
中
国
で
無
名
で
あ
っ
た
朱
舜
水

が
二
十
世
紀
以
降
に
日
本
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
両
国
の
国
家

構
造
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
に
お
け
る
朱
舜
水
受
容
の
あ
り
方
は
日
本
と

は
異
な
っ
て
い
る
し
、
中
国
に
お
い
て
も
画
一
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
多
様
な
受
容
の
あ
り
方
か
ら
は
近
代
中
国
の
政
治
的
闘
争
の
一

面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
国
に
お
い
て
朱
舜
水
が
本
格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
稲
葉
君
山
編
『
朱
舜
水
全
集
』
（
明
治
四
十
五
年
）
の
刊
行
や
、
朱
舜
水

来
日
二
百
五
十
年
記
念
会
の
活
動
な
ど
に
、
刺
激
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て

い
る

（
３
）

。
先
行
研
究
で
は
、
銭
明
氏
が
、
初
期
の
改
良
派
は
朱
舜
水
の
人
格
と
愛

国
心
に
、
維
新
派
は
彼
の
忠
君
意
識
と
大
義
名
分
論
に
、
革
命
派
は
彼
の
反
満

抗
清
の
言
説
と
実
学
の
学
問
に
注
目
し
て
朱
舜
水
を
利
用
し
た
と
指
摘
し
た

（
４
）

。

一
方
、
林
瑛
琪
氏
は
、
清
末
民
国
初
期
に
お
け
る
朱
舜
水
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た

の
は
、
明
治
維
新
が
成
功
し
た
原
因
の
一
端
を
朱
舜
水
に
求
め
よ
う
と
し
た
た

め
だ
と
主
張
し
た

（
５
）

。
杜
品
氏
は
、
梁
啓
超
の
朱
舜
水
に
対
す
る
態
度
の
変
化
お

よ
び
そ
の
原
因
を
分
析
し
、
梁
啓
超
が
最
初
は
康
有
為
に
追
随
し
維
新
変
法
に

努
め
て
い
た
た
め
、
反
満
の
朱
舜
水
は
彼
の
目
に
入
ら
な
か
っ
た
が
、
革
命
後

に
学
理
的
研
究
の
視
座
か
ら
朱
舜
水
を
高
く
評
価
し
た
と
指
摘
し
た

（
６
）

。
た
だ
、

革
命
派
が
朱
舜
水
の
遺
民
と
い
う
身
分
を
重
要
視
し
た
と
い
う
論
断
は
ま
だ
検
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討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の
先
行
研
究
は
、
明
治
四
十
五
年
の

朱
舜
水
記
念
会
を
受
け
て
、
中
国
国
内
で
も
舜
水
学
社
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
な

ど
を
示
し
た
が
、
具
体
的
に
日
本
側
と
の
交
渉
、
舜
水
学
社
の
設
立
、
朱
舜
水

専
祠
の
建
設
等
が
い
か
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
知
識
人
ら

の
間
で
い
か
な
る
思
想
的
相
違
が
生
じ
た
か
、
さ
ら
に
い
か
に
政
治
的
闘
争
へ

発
展
し
て
い
っ
た
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
な
お
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
、
中
国
へ
逆
輸
入
さ
れ
た
朱
舜
水

　

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
六
月
二
日
に
、
第
一
高
等
学
校
で
朱
舜
水
来

日
二
百
五
十
年
記
念
会
が
催
さ
れ
た
。
多
数
の
知
識
人
が
参
列
し
、
特
に
陽
明

学
者
た
ち
が
こ
の
記
念
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
陽
明
学
が
当
時
危
険
視
さ
れ

て
い
た
社
会
主
義
と
は
距
離
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

近
代
日
本
に
お
い
て
、
朱
舜
水
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
存
在
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
当
時
ほ
と
ん
ど
無
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
清
末
の
日
本
考
察
・
留
学
の
ブ
ー
ム
を
経

る
こ
と
で
、
そ
の
名
が
再
び
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

最
初
に
朱
舜
水
に
注
目
し
た
の
は
、
清
末
の
駐
日
公
使
館
の
書
記
官
黄
遵
憲

（
一
八
四
八
〜
一
九
〇
五
）
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
朱
之
瑜
…
…
亡
国
の
遺

民
、
真
に
能
く
周
粟
を
食
は
ざ
る
者
に
し
て
、
千
古
独
り
渠
一
人
の
み

（
７
）

」
と
朱

舜
水
の
明
朝
へ
の
忠
誠
を
高
く
評
価
し
た
。
後
に
『
日
本
国
志
』
で
は
、「
己
丑
、

馮
京
第
、
黄
宗
羲
明
の
魯
王
を
以
て
海
命
を
以
て
長
崎
に
来
り
て
師
を
乞
ふ
も
、

達
せ
ず
。
朱
之
瑜
も
亦
た
来
り
て
師
を
乞
ふ
も
、
達
せ
ず

（
８
）

」
と
朱
舜
水
の
乞
師

の
史
実
の
み
を
記
述
し
、
彼
に
対
す
る
評
価
を
下
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

黄
遵
憲
は
清
朝
の
官
僚
な
の
で
明
朝
の
遺
民
を
顕
彰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。
黄
遵
憲
の
朱
舜
水
に
対
す
る
評
価
は
日
本
滞
在
中
の
留
学
生
な

ど
を
通
し
て
知
識
人
の
間
で
広
が
っ
て
い
く
。
明
治
四
十
五
年
の
朱
舜
水
記
念

会
は
そ
れ
を
加
速
さ
せ
た
。
康
有
為
（
一
八
五
八
〜
一
九
二
七
）
は
朱
舜
水
記

念
会
開
催
時
に
神
戸
に
滞
在
し
て
お
り
、
参
会
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
五
つ
の

詩
を
詠
ん
で
偲
ん
で
い
る

（
９
）

。
主
に
儒
学
と
結
び
つ
け
な
が
ら
朱
舜
水
を
詠
ん
で

い
る
が
、
明
朝
と
の
関
係
ま
た
は
忠
臣
志
士
な
ど
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
て
い

な
い
。
彼
は
た
だ
朱
舜
水
が
日
本
に
亡
命
後
、
日
本
の
儒
学
は
盛
ん
に
な
っ
た

と
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る

）
（1
（

。
康
有
為
は
孔
子
教
で
中
国
を
救
お
う
と
し
て
お

り
、
戊
戌
変
法
の
時
期
以
来
、
満
清
族
と
漢
民
族
と
の
融
合
を
図
っ
て
い
た
た

め
、
朱
舜
水
の
反
清
反
満
の
側
面
は
む
し
ろ
意
識
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
康
有
為
に
よ
れ
ば
、
共
和
制
が
設
立
さ
れ
た
の
ち
、
人
心
が
荒
廃
し
、

中
華
の
至
る
と
こ
ろ
に
危
機
が
潜
ん
で
い
る
。
清
末
よ
り
大
き
な
危
機
に
陥
っ

て
い
る
が
故
に
、
「
中
華
救
国
論
」
を
論
じ
、
さ
ら
に
同
年
八
月
に
門
人
ら
に

上
海
で
孔
教
会
を
設
立
さ
せ
た

）
（（
（

。
彼
は
『
孔
教
会
雑
誌
』
に
序
文
を
寄
せ
て
お

り
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

日
本
近
ご
ろ
広
く
儒
学
を
厲
し
、
孔
子
を
崇
祀
す
、
況
ん
や
吾
が
宗
邦
に

し
て
之
を
棄
つ
る
を
や
。
且
つ
吾
が
国
人
は
本
よ
り
皆
孔
教
中
に
覆
幬
せ

さ
れ
、
会
を
立
つ
る
を
待
た
ず
、
猶
ほ
吾
が
国
人
々
皆
中
国
の
民
た
り
、

注
籍
を
待
た
ざ
る
な
り
。
惟
れ
今
列
国
交
偪
す
る
に
必
ず
国
籍
有
り
、
諸

教
並
立
す
る
も
亦
た
教
籍
有
れ
ば
、
則
ち
孔
教
会
の
立
つ
る
は
、
已
む
べ

か
ら
ざ
る
な
り

）
（1
（

。

孔
教
会
を
設
立
す
る
直
前
だ
っ
た
康
有
為
は
、
朱
舜
水
記
念
会
の
開
催
に
あ
る

程
度
刺
激
を
受
け
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
を
受
け
て
中
国
を
孔
子
教
で
救
お
う
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朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争

　

朱
輔
基
は
帰
国
し
た
後
に
朱
舜
水
の
中
国
帰
葬
を
思
い
立
ち
、
浙
江
省
の

有
志
に
告
げ
た
。
民
国
政
府
の
交
通
総
長
で
あ
っ
た
湯
寿
潜
（
一
八
五
六
〜

一
九
一
七
）
等
は
賛
助
し
て
杭
州
で
舜
水
学
社
を
起
こ
し
、
祠
堂
を
建
て
た
。

さ
ら
に
浙
江
省
議
会
に
よ
り
舜
水
の
遺
骸
を
日
本
か
ら
帰
葬
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た

）
（1
（

。
し
か
し
、
実
際
は
議
会
に
お
い
て
祠
堂
建
立
の
案
が
可
決
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
湯
寿
潜
ら
浙
江
鉄
路
公
司
の
取
締
役
が
自
ら
杭
州
の
清
泰
門

側
に
「
衣
冠
之
墓
」
に
あ
た
る
祠
堂
を
建
て
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。
湯
寿
潜
は
当
時
浙

江
鉄
路
公
司
の
理
事
長
で
あ
り
、
鉄
道
民
営
化
の
重
要
性
を
国
の
主
権
問
題
と

連
関
し
て
考
え
て
お
り
、
北
洋
政
府
交
通
部
が
国
有
化
し
て
借
款
に
抵
当
に
し

よ
う
と
企
て
た
の
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
時
期
に
彼
は
舜
水
学
社
の
設
立

と
祠
堂
の
建
立
に
尽
力
し
、
更
に
馬
一
浮
（
一
八
八
三
〜
一
九
六
七
）
に
『
舜

水
遺
書
』
の
編
纂
を
始
め
さ
せ
た
。
祠
堂
の
傍
ら
に
は
徳
川
光
圀
の
木
像
を
祀

る
た
め
の
祠
堂
も
建
て
た
。
湯
寿
潜
は
こ
れ
に
つ
い
て
水
戸
徳
川
家
の
当
主
で

あ
る
徳
川
圀
順
（
一
八
八
六
〜
一
九
六
九
）
に
以
下
の
通
り
一
報
を
送
っ
た
。

東
京
徳
川
圀
順
侯
爵
鑒

舜
水
先
生
の
祠
墓
、
全
く
貴
国
の
保
護
に
頼
り
、
今
に
至
る
も
恙
無
し
。

弊
国
人 

義
公
の
盛
徳
を
追
念
し
、
銘
戴
せ
ざ
る
こ
と
靡な

し
。
況
し
て
潜

は
同
郡
の
後
学
、
基
は
同
族
の
裔
孫
な
れ
ば
、
感
荷
尤
も
深
し
。
今
学
社

成
立
し
、
寿
潜
を
公
挙
し
て
主
に
社
事
を
任
す
。
茲
に
義
公
紀
念
の
期
に

届い
た

り
、
謹
ん
で
社
員
全
体
を
率
ゐ
て
上
電
致
敬
す
。

杭
州
湯
寿
潜
、
朱
輔
基
等
叩
す

）
（1
（

　

湯
寿
潜
に
お
け
る
鉄
道
国
有
化
問
題
と
朱
舜
水
と
は
一
見
関
連
性
が
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
革
命
後
の
国
家
主
権
を
め
ぐ
っ
て
一
定
の
共
通
性
が
あ
る
。

と
す
る
願
望
が
一
層
高
ま
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

朱
舜
水
記
念
会
の
影
響
は
日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
国
内
へ
も
流
れ

込
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
架
け
橋
と
な
る
一
人
は
朱
舜
水
の
後
裔
の
朱
輔
基
で
あ

る
。
明
治
四
十
五
年
に
彼
は
妻
を
連
れ
て
米
国
に
留
学
す
る
途
中
、
神
戸
に
寄

寓
し
、
五
月
の
は
じ
め
に
「
湊
川
楠
公
の
碑
前
に
拝
伏
し
て
祖
先
を
追
懐
し
」

た
後
に
、
「
新
聞
紙
上
に
て
朱
舜
水
記
念
会
あ
る
を
知
」
っ
た
。
更
に
「
御
手

許
よ
り
祭
粢
料
御
下
附
の
特
典
を
受
け
」
た

）
（1
（

。
朱
舜
水
記
念
会
か
ら
正
式
に
招

待
さ
れ
た
た
め
こ
れ
に
参
列
し
た
。
そ
の
前
日
（
六
月
一
日
）
に
、
彼
は
記
者

に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

私
は
漢
人
で
仲
弼
浙
江
紹
興
の
生
れ
、
父
は
肯
夫
と
号
し
内
閣
学
士
で
あ

り
ま
し
た
、
私
は
中
学
校
を
卒
て
知
事
の
や
う
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
が
、

満
朝
時
代
の
役
人
で
す
の
で
私
は
革
命
後
の
今
日
漢
人
の
吾
々
が
満
朝
の

役
人
に
な
つ
た
事
を
寧
ろ
恥
悔
と
思
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
詳
し
い
事
は
申

し
ま
す
ま
い
、
妻
で
す
が
之
れ
も
満
朝
の
厳
命
で
男
子
と
女
子
と
は
権
利

が
異
ひ
ま
す
男
子
と
し
て
御
話
し
は
出
来
ま
せ
ん
、
革
命
が
成
功
し
た
時

程
嬉
し
か
つ
た
事
は
今
ま
で
に
あ
り
〔
ま
〕
せ
ん
で
し
た

）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
朱
輔
基
は
「
漢
人
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
革
命
の

成
功
に
対
し
て
歓
喜
を
隠
さ
ず
自
分
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
満
清
朝
廷
の

役
人
と
し
て
「
恥
悔
」
を
感
じ
る
と
い
う
の
も
先
祖
の
朱
舜
水
と
の
心
を
一
に

し
、
記
念
会
に
参
列
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
革
命
に
よ
っ
て
、
清

朝
を
倒
す
と
い
う
朱
舜
水
の
生
涯
の
願
望
が
実
現
し
た
た
め
、
朱
舜
水
を
革
命

と
連
関
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
舜
水
を
め
ぐ
っ
て
日
中

間
に
革
命
と
い
う
接
点
が
見
え
て
く
る
。
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革
命
後
に
新
政
権
の
内
部
で
利
権
紛
争
が
絶
え
ず
起
こ
り
、
湯
寿
潜
も
最
初
は

「
革
命
時
代
の
必
ず
経
る
階
級

）
（1
（

」
と
認
識
し
て
い
た
が
、
不
穏
な
政
局
は
混
迷

を
極
め
て
い
く
。
彼
自
身
新
政
権
に
お
い
て
冷
遇
さ
れ
た
た
め
、
政
界
か
ら
隠

退
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
表
面
的
に
は
安
定
し
て
い
る
憲
政
と
社
会
秩
序

に
満
足
し
、
急
進
的
な
革
命
派
に
は
賛
同
し
て
い
な
い
が
、
の
ち
の
袁
世
凱
復

辟
に
は
失
望
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

。

　

朱
舜
水
記
念
会
開
催
の
翌
年
（
一
九
一
三
）
五
月
に
湯
寿
潜
の
命
に
よ
り
、

朱
輔
基
と
同
族
の
朱
景
彝
は
日
本
に
渡
り
、
湯
の
紹
介
状
を
持
参
し
て
稲
葉
君

山
を
訪
問
し
、
朱
舜
水
遺
骸
を
帰
葬
す
る
計
画
援
助
を
依
頼
し
た
。
二
十
八
日

午
後
に
朱
輔
基
は
第
一
高
等
学
校
に
赴
き
、
新
渡
戸
稲
造
前
校
長
、
瀬
戸
虎
記

校
長
な
ど
の
案
内
で
同
校
内
の
朱
舜
水
記
念
碑
を
礼
拝
し
た
。
そ
の
後
、
各
方

面
と
交
渉
す
べ
く
、
外
務
省
の
瀬
川
文
書
課
長
に
右
の
希
望
を
述
べ
た
の
ち
、

外
務
省
に
大
い
に
こ
の
美
挙
を
賞
賛
さ
れ
た
。
一
方
、
朱
舜
水
記
念
会
の
会
員

ら
も
協
力
し
て
舜
水
の
墓
所
発
掘
の
許
可
を
徳
川
家
に
交
渉
し
た

）
11
（

。
交
渉
の
結

果
、
（
一
）
舜
水
先
生
帰
葬
の
意
を
以
て
墳
墓
の
土
を
も
た
ら
し
帰
る
こ
と
、

（
二
）
舜
水
先
生
の
画
像
並
び
に
遺
物
を
贈
呈
す
る
こ
と
、
（
三
）
徳
川
光
圀
の

画
像
を
贈
呈
す
る
こ
と
、
と
い
う
合
意
に
達
し
た

）
1（
（

。
日
本
側
は
最
大
限
に
朱
舜

水
の
後
裔
を
接
待
し
、
日
本
社
会
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
朱
舜

水
を
母
国
に
帰
葬
さ
せ
る
こ
と
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
清

朝
の
滅
亡
は
朱
舜
水
の
生
涯
の
志
が
実
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
論
調
が
盛
ん
で

あ
り
、
革
命
へ
の
支
持
と
も
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。

　

湯
寿
潜
は
こ
の
事
業
を
通
し
て
朱
舜
水
の
明
朝
へ
の
忠
義
及
び
反
清
精
神
を

広
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
を
は
じ
め
浙
江
知
識
人
ら
は
浙
江

省
議
会
に
提
出
し
た
朱
舜
水
専
祠
案
で
朱
舜
水
の
反
満
精
神
を
大
々
的
に
顕
揚

し
た
。
湯
寿
潜
に
お
け
る
反
満
の
気
持
ち
も
垣
間
見
ら
れ
る

）
11
（

。
彼
は
清
朝
の
専

制
体
制
に
反
対
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
清
朝
統
治
期
間
に
民
を
苦
し
め
た

「
専
制
の
毒
」
が
尤
も
甚
だ
し
い
と
い
う

）
11
（

。
実
際
、
彼
は
清
朝
護
持
か
ら
共
和

制
支
持
へ
、
更
に
革
命
新
政
権
か
ら
引
退
す
る
ま
で
時
勢
に
よ
っ
て
行
動
し
て

い
た
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
無
国
の
惨
を
免
れ
る

）
11
（

」
と
い
う
政
治
理
念
を
貫

い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
に
お
い
て
は
「
国
」
が
最
重
要
で
あ
る
。
朱
舜
水
を

顕
彰
す
る
の
は
、
同
郷
と
し
て
の
感
情
も
あ
れ
ば
、
革
命
に
よ
っ
て
専
制
体
制

が
瓦
解
し
新
国
家
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
へ
の
支
持
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

二
、
鄭
孝
胥
か
ら
見
る
朱
舜
水

　

湯
寿
潜
は
舜
水
学
社
を
設
立
後
、
多
く
の
知
識
人
ら
に
朱
舜
水
を
詠
む
詩
を

乞
う
た
。
舜
水
学
社
の
設
立
、
朱
舜
水
祠
堂
の
建
立
を
通
し
て
民
国
初
期
に
朱

舜
水
の
名
が
広
ま
っ
た
。
こ
の
時
期
、
朱
舜
水
研
究
が
一
世
を
風
靡
し
た
。
湯

寿
潜
の
主
導
す
る
朱
舜
水
高
揚
活
動
は
多
く
好
評
を
博
し
た
が
、
湯
寿
潜
に
対

す
る
非
難
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
鄭
孝
胥
は
湯
寿
潜
を
強
く
非

難
し
た
。
湯
寿
潜
は
、
清
末
に
共
に
予
備
立
憲
会
を
設
立
し
憲
政
の
確
立
を
唱

え
た
同
志
で
あ
る
鄭
孝
胥
に
、
朱
舜
水
を
詠
む
詩
を
乞
う
た
。
そ
れ
に
答
え
て
、

鄭
孝
胥
は
詩
を
詠
ん
で
清
遺
民
の
自
分
を
明
遺
民
の
朱
舜
水
に
擬
え
て
い
て
、

朱
舜
水
の
「
故
国
旧
君
」
へ
の
忠
義
を
大
い
に
称
賛
す
る
一
方
、
湯
寿
潜
を
厳

し
く
批
判
し
た

）
11
（

。

　

朱
舜
水
は
反
満
抗
清
の
志
士
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
鄭
孝
胥
は
こ
の
点
に
は

重
き
を
置
か
ず
、む
し
ろ
前
王
朝
へ
の
思
念
と
復
興
願
望
に
目
を
注
い
で
い
る
。

彼
に
お
け
る
「
国
」
は
二
重
性
を
意
味
し
て
お
り
、
清
国
と
民
国
と
の
「
二
重

国
籍
」
と
言
え
る
が
、
民
国
は
彼
に
と
っ
て
「
敵
国

）
11
（

」
で
あ
る
。
鄭
孝
胥
は
清

末
に
湯
寿
潜
、
張
謇
（
一
八
五
三
〜
一
九
二
六
）
と
予
備
立
憲
会
を
設
立
し
自
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に
入
っ
た
。
彼
は
幕
僚
の
一
人
と
し
て
商
務
局
、
武
備
学
堂
の
設
置
な
ど
の
事

業
に
取
り
組
み
、
張
之
洞
を
支
え
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
。
栗
林
幸
雄
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
張
之
洞
が
日
本
を
模
範
と
す
る
中
国
の
近
代
化
を
模
索
す
る

中
で
、
日
本
で
咀
嚼
さ
れ
た
形
で
の
西
洋
科
学
・
技
術
に
理
解
の
あ
る
鄭
孝
胥

の
よ
う
な
幕
僚
の
役
割
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
言
え
る

）
11
（

。

　

光
緒
三
十
二
年
（
一
九
〇
六
）
十
二
月
十
六
日
に
鄭
孝
胥
は
湯
寿
潜
、
張
謇

ら
と
予
備
立
憲
公
会
を
上
海
で
設
立
し
、
彼
自
身
も
会
長
に
推
挙
さ
れ
た
。
鄭

孝
胥
を
は
じ
め
と
す
る
立
憲
派
は
、
立
憲
の
「
恩
名
」
は
必
ず
宮
廷
に
あ
り
、

そ
の
「
実
力
」
も
政
府
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
革
命
の
乱
党
」
は
「
暴
烈
」

に
し
て
政
局
に
不
穏
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
、
「
立
憲
の
人
心
」
を
利
用
し

て
「
革
命
の
患
気
」
を
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
て
い
た

）
1（
（

。
立

憲
派
は
政
治
腐
敗
や
内
憂
外
患
の
状
況
を
立
憲
に
よ
っ
て
緩
和
し
、
革
命
を
叫

ぶ
高
ぶ
り
を
鎮
静
化
し
、
国
の
存
続
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
鄭
孝
胥

は
湯
寿
潜
、
張
謇
と
は
政
治
、
鉄
道
な
ど
の
問
題
で
齟
齬
が
生
じ
、
袂
を
分
か
っ

て
い
っ
た
。
武
昌
起
義
の
後
、
湯
寿
潜
と
張
謇
の
二
人
は
共
和
制
へ
近
寄
っ
て

い
っ
た
が
、
鄭
孝
胥
は
一
貫
し
て
清
朝
に
執
着
し
て
お
り
、
二
人
を
「
廉
恥
を

識
ら
ず

）
11
（

」
、
「
毫
も
操
守
な
し

）
11
（

」
と
厳
し
く
批
判
し
、
彼
ら
の
よ
う
な
「
南
方
士

大
夫
」
は
「
排
満
」
的
な
心
理
で
共
和
制
支
持
に
傾
斜
し
て
い
る
と
非
難
し
た
。

　

中
華
民
国
臨
時
政
府
と
清
政
府
と
の
南
北
議
和
が
行
わ
れ
、
共
和
制
が
確
定

し
た
後
に
、
鄭
孝
胥
は
次
の
よ
う
に
悲
憤
慷
慨
し
た
。

北
は
乱
臣
た
り
、
南
は
賊
子
た
り
、
天
下
は
安
ん
ぞ
亡
び
ざ
る
を
得
ん
や
。

（
中
略
）
名
を
干
し
義
を
犯
し
、
心
を
喪
ひ
良
に
昧
き
は
、
此
れ
乃
ち
豺

狼
狗
彘
の
種
族
の
み
、
何
ぞ
以
て
世
界
の
人
類
に
列
す
る
に
足
ら
ん
や
。

孟
子
曰
く
、
「
上
礼
無
く
、
下
学
無
け
れ
ば
、
賊
民
興
る
」
と
。
今
日
の

分
も
会
長
を
担
っ
て
い
る
。
彼
が
な
ぜ
民
国
に
敵
愾
心
を
持
っ
て
い
る
の
か
、

彼
に
と
っ
て
の
「
立
憲
」
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
、
ひ
い
て
は

急
進
的
な
革
命
派
と
は
異
な
る
彼
の
思
想
的
構
造
と
政
治
的
理
想
の
あ
り
方
が

検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

（
一
）
清
末
に
お
け
る
鄭
孝
胥

　

鄭
孝
胥
は
、
福
建
閩
県
人
、
科
挙
郷
試
一
位
で
及
第
し
、
北
上
し
て
李
鴻
章

の
も
と
で
洋
務
運
動
に
携
わ
っ
て
い
た
。
光
緒
十
七
年
（
一
八
九
一
）
に
東
京

の
清
国
公
使
館
随
員
と
な
り
、
翌
年
、
同
公
使
館
参
賛
官
、
光
緒
十
九
年
二

月
、
神
戸
兼
大
阪
駐
在
領
事
に
任
命
さ
れ
た
。
日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
、
同
月

二
十
二
日
に
帰
国
し
た
。
し
か
し
、
北
洋
艦
隊
を
率
い
た
李
鴻
章
と
官
僚
集
団

全
体
に
対
し
て
批
判
を
下
し
て
い
る
。

合
肥
は
耄
に
し
て
驕
な
り
、
平
日
の
居
心
行
事
、
専
ら
苟
且
偸
安
を
以
て

計
を
得
と
為
す
。
（
中
略
）
中
国
は
近
年
習
気
極
め
て
重
く
、
上
よ
り
下

に
至
る
ま
で
名
実
に
務
め
ず
、
徒
ら
に
矯
飾
を
為
し
、
日
に
陋
劣
に
趨
き

て
、
驟
か
に
挽
く
べ
か
ら
ず
、
朝
廷
初
め
て
整
頓
を
示
す
と
雖
も
、
然
る

に
豈
に
能
く
遽
か
に
革
ま
ら
ん
や

）
11
（

。

「
合
肥
」
は
同
地
出
身
の
李
鴻
章
の
こ
と
。
驕
り
高
ぶ
っ
た
李
鴻
章
は
「
苟
且

偸
安
」
し
、
中
国
は
上
か
ら
下
ま
で
名
実
と
も
に
備
わ
ら
ず
、
う
わ
べ
だ
け
を

飾
っ
て
い
る
、
と
い
う
李
鴻
章
に
対
す
る
鄭
孝
胥
の
批
判
的
な
姿
勢
は
、
官
僚

集
団
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
淮
系
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
李
鴻

章
の
幕
下
か
ら
離
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る

）
11
（

。
そ
れ
以
降
、
鄭
孝

胥
は
淮
系
と
対
立
す
る
非
淮
系
の
官
僚
集
団
の
指
導
者
で
あ
る
張
之
洞
の
幕
下

朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争
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謂
ひ
な
り
。
（
中
略
）
夜
、
爆
竹
の
声
を
聞
く
こ
と
甚
だ
繁
く
、
是
に
於

い
て
大
清
二
百
六
十
八
年 

此
の
夕
に
至
り
て
畢
れ
り

）
11
（

。

「
乱
臣
」
は
清
政
府
を
代
表
す
る
北
洋
軍
閥
た
る
袁
世
凱
を
指
し
て
お
り
、
「
賊

子
」
は
湯
寿
潜
、
張
謇
ら
を
は
じ
め
と
す
る
「
南
方
士
大
夫
」
即
ち
江
浙
知
識

人
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
孝
胥
か
ら
見
れ
ば
、
国
を
害

す
る
乱
臣
と
親
不
孝
な
賊
子
は
、
忠
孝
に
背
い
て
革
命
派
と
結
託
し
て
清
朝
を

滅
亡
さ
せ
た
禽
獣
の
種
族
で
あ
る
。
『
孟
子
』
を
念
頭
に
「
上
礼
無
く
、
下
学

無
け
れ
ば
、
賊
民
興
り
、
喪
ぶ
る
こ
と
日
無
け
ん
」
（
離
婁
上
）
を
引
用
し
て

こ
の
よ
う
な
惨
状
を
説
明
し
て
い
る
。
実
際
、
鄭
孝
胥
は
革
命
後
に
読
経
社
を

設
立
し
、
『
孟
子
』
『
礼
記
』
を
中
心
に
会
読
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
『
孟
子
』

を
愛
読
し
、
孟
子
の
学
問
に
長
け
る
こ
と
は
、
後
の
王
道
主
義
を
掲
げ
る
「
満

洲
国
」
が
唱
え
た
「
王
道
楽
土
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
設
の
礎
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
鄭
孝
胥
は
「
君
主
の
臣
下
」
と
し
て
の
責
務
を
固
守
し
、
一
貫

し
て
日
本
の
よ
う
な
君
主
立
憲
制
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
が
、
自
分
の
同
志

に
裏
切
ら
れ
た
痛
恨
と
彼
ら
へ
の
蔑
視
も
察
す
る
に
難
く
な
い
。

（
二
）
鄭
孝
胥
と
湯
寿
潜
の
衝
突

　

先
述
し
た
鄭
孝
胥
が
詠
ん
だ
朱
舜
水
の
詩
に
戻
る
。
そ
の
中
の
「
紛
紛
正
欲

廃
大
倫
、
謬
託
同
心
定
何
益
」
と
い
う
一
句
は
、
今
の
時
代
は
み
な
君
臣
父
子

た
る
「
大
倫
」
を
棄
て
て
お
り
、
い
ま
さ
ら
朱
舜
水
を
顕
彰
し
彼
と
の
「
同
心
」

を
喧
伝
す
る
こ
と
は
何
の
益
も
な
く
、
む
し
ろ
「
義
」
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る

と
皮
肉
を
込
め
て
詠
ん
で
い
る
。
湯
寿
潜
の
作
詩
依
頼
に
対
し
、
日
記
に
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

廿
四
日
、
湯
蟄
先
の
書
に
復
す
。
湯
は
杭
州
議
会
に
於
い
て
朱
舜
水
祠
を

建
つ
る
を
議
し
、
舜
水
に
漢
族
禦
侮
の
意
有
る
を
以
て
、
舜
水
学
社
を
為

り
て
以
て
自
ら
其
の
排
満
の
説
を
解
せ
ん
と
欲
し
、
余
に
求
め
て
詩
を
為

ら
し
む

）
11
（

。

鄭
孝
胥
に
よ
れ
ば
、
湯
寿
潜
は
自
分
の
「
排
満
の
説
」
を
敷
衍
す
る
た
め
に
朱

舜
水
を
反
満
抗
清
の
漢
民
族
志
士
と
み
な
し
、
彼
自
身
が
共
和
制
支
持
の
立
場

に
あ
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
朱
舜
水
を
顕

彰
す
る
こ
と
を
通
し
て
彼
自
身
の
「
排
満
」
、
ひ
い
て
は
革
命
派
と
結
託
し
て

共
和
制
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
鄭
孝
胥
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
作
詩
を
依

頼
し
て
い
る
、
と
い
う
鄭
孝
胥
の
考
え
が
読
み
取
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
武
昌

起
義
の
直
後
に
、
鄭
孝
胥
は
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

武
漢
の
乱
の
後
、
国
人
は
多
く
排
満
を
以
て
心
理
と
為
し
、
士
君
子
は
従

ひ
て
之
に
和
し
、
廉
恥
の
何
物
た
る
か
を
識
ら
ず
、
黎
元
洪
に
於
い
て
何

を
か
責
め
ん
。
宜
し
く
書
を
作
り
て
一
に
張
謇
湯
寿
潜
の
罪
を
正
す
べ
く
、

他
は
道
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り

）
11
（

。

国
中
に
「
排
満
」が
蔓
延
す
る
現
状
に
対
す
る
鄭
孝
胥
の
不
満
が
窺
わ
れ
る
。「
排

満
」
は
古
く
か
ら
中
華
思
想
に
お
け
る
漢
民
族
が
根
強
く
持
っ
て
い
る
自
民
族

中
心
主
義
と
も
言
わ
れ
る
。
鄭
孝
胥
自
身
は
満
清
朝
廷
に
仕
え
る
士
大
夫
と
し

て
、
「
華
夏
」
と
「
夷
狄
」
の
種
族
関
係
の
論
争
に
は
拘
ら
ず
、
士
大
夫
と
し

て
の
「
気
節
」
自
体
に
注
意
を
払
っ
て
い
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
鄭
自
身
が
忠
孝
を
実

践
し
た
士
大
夫
で
あ
り
、
張
謇
や
湯
寿
潜
の
よ
う
な
「
乱
臣
賊
子
」
に
対
し
て
、

彼
自
身
の
正
統
性
を
表
明
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
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ろ
う
。
当
時
、
魯
国
の
王
室
が
式
微
に
向
か
っ
て
お
り
、
柳
下
恵
は
権
勢
に
迎

合
せ
ず
に
何
度
罷
免
さ
れ
て
も
、
自
分
の
国
で
あ
る
魯
国
に
残
り
、
魯
国
の
君

主
に
仕
え
続
け
て
い
た
。

　

も
っ
と
も
、
先
述
の
「
湯
蟄
先
求
作
明
遺
老
朱
舜
水
詩
」
と
合
わ
せ
て
考
え

れ
ば
、
「
柳
下
恵
を
善
く
学
ぶ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
鄭
孝
胥
自
身
の
柳
下
恵
に

対
す
る
感
情
が
二
点
窺
え
る
。
一
つ
は
、
柳
下
恵
の
よ
う
に
忠
実
に
君
主
に
仕

え
続
け
た
臣
下
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
孔
子
が
言

う
よ
う
に
、
「
柳
下
恵
を
学
ば
ん
と
す
る
者
、
未
だ
此
れ
に
似
た
る
者
有
ら
ず
。

至
善
を
期
し
て
其
の
為
に
襲
ら
ず
、
智
と
謂
ふ
べ
き
か
な

）
11
（

。
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
亡
国
の
際
に
「
大
節
を
し
て
古
人
に
愧
ぢ
ざ
ら
し
む
」
と
い

う
「
至
善
」
を
追
求
す
る
べ
く
、
自
分
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
敢
え
て
す
る
の

は
逆
に
善
で
は
な
く
、
他
人
の
行
い
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、
鄭
孝
胥
は
主
と
し
て
後
者
の
意
味
を
取
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
朱
舜
水
も
朱
熹
と
の
系
譜
関
係
に
結
び
付
け
る
こ

と
を
「
不
可
」
と
し
、「
人
は
自
立
を
貴
し
と
し
、
必
ず
し
も
紫
陽
に
攀
附
せ
ず
」

と
自
立
性
を
主
張
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
大
節
」
を
保
つ
に
は
古
人
に

倣
う
模
倣
行
為
あ
る
い
は
先
人
と
の
結
び
つ
き
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
最
終

目
標
で
あ
る
「
至
善
」
に
向
け
て
自
身
の
内
な
る
も
の
に
よ
り
行
動
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鄭
孝
胥
か
ら
見
れ
ば
湯
寿
潜
が
朱
舜
水
を
顕

彰
す
る
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
り
、
清
朝
（
君
主
）
に
忠
義
を
尽
く
し
続

け
な
い
の
は
、
朱
舜
水
が
生
涯
の
志
と
し
て
い
た
明
朝
復
興
と
は
逆
を
向
い
て

い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
鄭
孝
胥
は
「
善
学
柳
下
有
不
可
、
妄
附

紫
陽
渠
所
斥

）
1（
（

」
と
詠
ん
で
、
湯
寿
潜
が
強
引
に
朱
舜
水
と
「
反
満
」
に
よ
っ
て

精
神
的
統
一
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
朱
熹
と
あ
え
て
結
び
付
こ
う
と
し
な

か
っ
た
朱
舜
水
に
も
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
と
読
み
取
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
湯
寿
潜
へ
の
返
書
に
お
い
て
、
鄭
孝
胥
は
率
直
に
彼
を
批
判
し
て
い

る
。

余 

書
を
復
し
て
曰
く
、「
舜
水
は
孤
忠
苦
節
に
し
て
、
吾
甚
だ
之
を
敬
ふ
。

然
れ
ど
も
吾
が
輩
は
不
幸
に
し
て
亦
た
亡
国
の
際
に
生
ま
れ
、
大
節
を
し

て
古
人
に
愧
ぢ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
乃
ち
善
く
柳
下
恵
を
学
ぶ
者

た
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
舜
水
知
有
れ
ば
、
必
ず
乱
臣
賊
子
を
引
き
て
同
志

と
為
さ
ず
、
其
れ
厳
し
く
斥
く
る
所
の
者
と
為
ら
ざ
る
は
幾

ほ
と
ん

ど
希
れ
な
り
」

と
）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
鄭
孝
胥
は
朱
舜
水
の
「
孤
忠
苦
節
」
を
敬
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
朱
舜
水
と
同
様
に
亡
国
の
際
に
生
ま
れ
た
人
と
し
て
、
敢
え
て
柳
下
恵
に

倣
っ
て
「
大
節
」
を
保
と
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
総
じ
て
、
鄭
孝
胥
は
柳
下

恵
を
称
賛
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。
柳
下
恵
は
春
秋
時
代
魯
国
の
賢

者
で
あ
り
、
直
道
を
守
っ
て
君
主
に
仕
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
孟
子
に
よ
れ

ば
、
柳
下
恵
は
、
い
か
に
良
か
ら
ぬ
君
主
に
仕
え
て
も
恥
じ
ず
、
い
か
に
低
い

官
職
で
も
役
不
足
と
思
わ
ず
、
自
分
の
才
能
を
隠
さ
ず
に
努
力
し
、
必
ず
自
分

の
信
ず
る
道
を
行
っ
て
志
を
曲
げ
な
い
。
孟
子
は
彼
を
伯
夷
、
伊
尹
と
並
ん
で

高
く
評
価
し
、「
聖
の
和
な
る
者
」
で
あ
り
、「
聖
人
」
で
も
あ
る
と
評
価
す
る
。

孟
子
が
言
う
に
、
「
伯
夷
は
隘
な
り
、
柳
下
恵
は
不
恭
な
り
。
隘
と
不
恭
と
は
、

君
子
由
ら
ざ
る
な
り
。
」
つ
ま
り
、
「
不
恭
」
は
不
謹
慎
と
い
う
こ
と
で
、
柳
下

恵
の
最
大
の
欠
点
で
あ
り
、
し
か
も
君
子
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
、
あ
る
い
は
従

う
べ
き
で
な
い
道
で
も
あ
る
。
伯
夷
、
伊
尹
と
は
君
子
に
な
る
た
め
の
道
が
異

な
る
も
の
の
、
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
「
仁
」
で
あ
る
た
め
、
柳
下
恵
も

ま
た
実
に
君
子
た
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
孟
子
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ

朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争
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さ
て
、
鄭
孝
胥
は
風
前
の
灯
に
な
っ
た
清
朝
に
対
し
て
い
か
な
る
感
情
を

持
っ
て
い
た
の
か
。

聞
く
な
ら
く
、
満
洲
皇
族
の
争
ふ
所
は
、
優
待
条
款
の
み
、
是
れ
已
に
亡

国
に
甘
心
し
、
孰
か
能
く
之
を
助
け
ん
、
哀
し
き
か
な
。
苟
く
も
皇
室
に

社
稷
に
死
し
、
宗
廟
に
殉
じ
、
寧
ろ
死
す
と
も
辱
め
ら
れ
ざ
る
の
志
有
れ

ば
、
則
ち
忠
臣
義
士 
激
発
奮
励
し
て
、
縦
ひ
亡
国
に
至
る
と
も
、
猶
ほ

史
冊
の
光
と
為
る
べ
き
の
み
。
今
聞
く
な
ら
く
、
惟
だ
載
澤
、
溥
偉
の
み

遜
位
を
願
は
ず
、
其
の
余
は
皆
苟
活
偸
生
し
、
敢
へ
て
反
抗
せ
ず
。
王
室

は
此
の
如
く
し
て
、
忠
義
を
臣
民
に
責
め
ん
と
欲
す
る
は
、
難
し

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、鄭
孝
胥
の
皇
室
へ
の
失
望
は
明
ら
か
で
あ
る
。
皇
室
が
社
稷
・

宗
廟
の
た
め
に
殉
死
し
、
自
分
の
統
べ
る
国
と
臣
民
に
責
務
を
負
え
ば
、
忠
臣

義
士
は
奮
励
し
て
国
に
最
後
ま
で
忠
を
尽
く
し
、
た
と
え
亡
国
と
い
う
結
果
に

陥
っ
て
も
史
書
に
名
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
、と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

君
臣
関
係
に
お
け
る
臣
下
の
忠
義
は
一
方
通
行
の
ベ
ク
ト
ル
で
は
あ
る
が
、
逆

方
向
か
ら
の
歩
み
寄
り
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
ベ
ク
ト
ル
は
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
う
。
古
来
の
君
臣
関
係
は
「
父
子
天
合
、
君
臣
義
合

）
11
（

」
と
い
う
理
念
に
反
映

さ
れ
て
い
る
。
父
子
関
係
は
血
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
君
臣
関
係

は
「
義
」
に
よ
っ
て
両
者
を
双
務
的
契
約
関
係
者
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
も
の

で
あ
る
。
「
義
」
が
な
け
れ
ば
君
臣
関
係
自
体
が
成
立
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

君
主
が
天
理
に
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
、
臣
下
は
君
主
に
忠
義
を
尽
く
す
必

要
も
な
く
な
り
、
君
臣
関
係
も
自
然
に
瓦
解
す
る
。
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
鄭

孝
胥
自
身
も
清
に
臣
下
と
し
て
忠
義
を
尽
く
さ
な
く
て
よ
く
な
る
が
、
彼
は
柳

下
恵
を
取
り
出
し
て
逆
の
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
今
の
皇
室
（
君
主
）が
「
苟

活
偸
生
」
し
、
良
か
ら
ぬ
行
為
を
し
て
も
、
自
分
は
依
然
と
し
て
君
主
に
仕
え

て
忠
義
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
彼
の
内
に
お
け
る

矛
盾
し
た
心
情
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
柳
下

恵
の
処
し
方
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
い
と
、「
乱
臣
賊
子
」
に
な
っ

て
し
ま
い
、
朱
舜
水
に
も
斥
け
ら
れ
る
、
と
鄭
孝
胥
は
言
っ
て
い
る
。
彼
は
張

之
洞
の
推
薦
で
清
末
新
政
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た

）
11
（

。
光
緒
帝
に
召
見
・
称

賛
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
朝
・
君
主
へ
の
忠
誠
の
意
志
を
固
め
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
そ
の
た
め
、
「
湯
蟄
先
求
作
明
遺
老
朱
舜
水
詩
」
と
同
様
、
鄭

孝
胥
は
湯
寿
潜
へ
の
返
書
で
、
舜
水
学
社
を
設
立
し
朱
舜
水
を
「
排
満
」
の
正

当
化
の
た
め
に
利
用
す
る
湯
寿
潜
の
こ
と
を
赤
裸
々
に
「
乱
臣
賊
子
」
と
痛
罵

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

鄭
孝
胥
は
柳
宗
元
の
説
を
深
く
信
じ
て
い
る
と
彼
は
言
う
。
そ
の
君
臣
観
も

柳
宗
元
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
君
主
に
仕
え
る
際
、

君
主
が
誤
っ
た
道
を
歩
む
前
に
君
主
を
正
し
い
道
に
従
う
よ
う
本
心
か
ら
段
階

的
に
導
く
べ
き
で
あ
り
、
「
直
言
切
諌
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
時
は
、
さ
ら
に
君

臣
間
の
不
信
感
が
募
る
と
い
う

）
11
（

。
鄭
孝
胥
に
お
い
て
は
、
ま
た
荀
子
の
主
張
す

る
「
従
道
不
従
君
」
の
政
治
理
念
が
浸
透
し
て
い
た
。
も
と
も
と
鄭
孝
胥
は
君

主
に
道
を
実
践
す
る
こ
と
を
託
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
君
主
を
借
り
て
道
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た

）
11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
君
主
と
い
う
存
在
自
体
を
失
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
満
洲
皇
族
な
い
し
清
朝
が
堕
落
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
彼
は
不
満
を
こ
ぼ
し
た
。
の
ち
に
日
本
軍
部
の
力
を
借
り
て
王
朝
体

制
の
立
て
直
し
を
図
ろ
う
と
し
た
際
の
彼
の
溥
儀
に
対
す
る
態
度
は
、
既
に
一

般
的
意
味
の
「
忠
君
」
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
の
正
し
い
道
を
君
主
に
歩
ま

せ
る
よ
う
に
導
い
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。

　

鄭
孝
胥
は
朱
舜
水
に
つ
い
て
「
斯
人
辟
世
雖
不
返
、
故
国
旧
君
心
匪
易
」
と
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滅
さ
せ
て
孔
孟
の
道
が
行
わ
れ
る
中
国
へ
の
回
帰
を
図
ろ
う
と
し
て
お
り
、
君

主
を
滅
ぼ
す
意
図
は
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
鄭
孝
胥
は
君
主
を
正
し
い
道

へ
導
く
の
が
臣
下
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
自
分
の
政
治
理
想
を
君
主

に
託
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
君
主
自
体
は
存
在
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

彼
ら
二
人
と
も
朱
舜
水
を
自
身
に
有
益
な
方
向
に
解
釈
し
、
自
ら
の
行
動
を
正

当
化
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

三
、
銭
恂
か
ら
見
る
朱
舜
水

（
一
）
朱
舜
水
専
祠
案

　

最
初
に
朱
舜
水
祠
堂
の
建
立
を
建
言
し
た
の
は
、
張
之
洞
の
幕
僚
の
銭
恂

（
一
八
五
三
〜
一
九
二
七
）
で
あ
る
。
銭
恂
は
、
光
緒
二
十
四
年
（
一
八
九
八
）

に
来
日
し
、
翌
年
に
正
式
に
張
之
洞
か
ら
遊
学
日
本
学
生
監
督
に
任
命
さ
れ
た
。

光
緒
三
十
年
（
一
九
〇
四
）
以
降
は
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
へ
出
使
大
臣
と
し

て
赴
任
し
、
外
交
官
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
民
国
期
に
お
い
て
は
、
浙
江
図

書
館
館
長
、
教
育
部
の
仕
事
に
従
事
し
、
民
国
三
年
（
一
九
一
四
年
）
に
参
政

院
参
政
に
任
じ
ら
れ
て
い
た

）
11
（

。
銭
恂
と
湯
寿
潜
と
の
交
流
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い

が
、
同
じ
浙
江
省
出
身
の
た
め
、
同
郷
と
し
て
朱
舜
水
を
記
念
し
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
湯
寿
潜
が
率
先
し
て
舜
水
学
社
を
起
こ
し
た

後
に
、
浙
江
省
の
有
志
ら
が
浙
江
省
議
会
に
提
案
し
た
祠
堂
建
設
の
案
は
否
決

さ
れ
た
。
実
は
、
銭
恂
は
舜
水
学
社
設
立
の
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
お
り
、
祠

堂
建
設
の
提
案
も
自
分
の
名
義
で
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
銭
恂
の
弟
で
あ
る
銭

玄
同
（
一
八
八
七
〜
一
九
三
九
）
は
日
記
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

『
朱
舜
水
先
生
集
』
及
び
舜
水
紀
念
会
の
書
を
閲
す
。
舜
水
紀
念
会
は
、

詠
ん
で
い
て
、
舜
水
の
「
故
国
旧
君
」
こ
と
明
朝
及
び
君
主
へ
忠
を
尽
く
す
変

わ
ら
ざ
る
心
と
共
鳴
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る

）
11
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う

な
朱
舜
水
像
は
あ
く
ま
で
も
後
世
の
人
々
か
ら
付
与
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ

り
、
一
種
の
「
遺
民
幻
想
」と
呼
ん
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
鄭
孝
胥
は
こ
の
「
遺

民
幻
想
」
に
憧
れ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
遺
民
」
た
ら
ん
と
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
朱
舜
水
は
明
朝
に
忠
義
を
尽
く
し
続
け
た
が
、
十
二

回
の
仕
官
要
請
を
辞
退
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
明
朝
の
政
治
状
況
に
賛
同
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
嫌
悪
感
を
持
っ
て
お
り
、
滅
亡
の
原
因
を
明
朝
内

部
に
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
こ
の
行
動
は
鄭
孝
胥
の
選
択
し
た
道
と
噛
み

合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
後
に
鄭
孝
胥
が
帝
国
日
本

軍
部
の
傀
儡
に
な
っ
て
「
王
道
主
義
」
を
掲
げ
る
「
満
洲
国
」
の
建
国
に
尽
力

し
た
こ
と
は
朱
舜
水
と
は
全
く
反
対
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
と
言
え
る
。

　

以
上
の
通
り
、
湯
寿
潜
と
鄭
孝
胥
の
間
の
応
酬
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
朱
舜
水

に
対
す
る
感
情
そ
し
て
思
想
的
衝
突
を
検
討
し
た
。
文
化
保
守
主
義
者
と
さ
れ

る
東
南
地
域
の
知
識
人
た
る
湯
寿
潜
が
舜
水
学
社
を
設
立
し
て
社
長
職
に
当

た
っ
た
の
は
経
世
実
学
よ
り
西
学
中
源
を
経
て
、
中
国
伝
統
文
化
へ
と
回
帰
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
捉
え
方
も
見
ら
れ
る

）
1（
（

。
湯
寿
潜
は
革
命
後
に
新

政
府
の
官
職
に
就
い
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
彼
の
革
命
派
へ
の
参
与
と

読
み
取
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
彼
は
政
治
的
に
鄭
孝
胥
の
よ

う
な
保
守
主
義
を
貫
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
革
命
派
の
急
進
ぶ
り
に
も
賛
同
せ

ず
、
革
命
派
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
湯
寿
潜
、
鄭
孝
胥

二
人
は
文
化
的
共
感
性
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
た
た
め
、
政
治
的
に
は
分
岐
し

た
も
の
の
、
文
通
に
よ
っ
て
二
人
の
友
情
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
湯
寿
潜
に
は
「
反
満
」
と
い
う
心
理
も
あ
る
た
め
、
二
人
の

間
に
は
埋
め
が
た
い
溝
が
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
鄭
孝
胥
は
民
国
を
消

朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争
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日
本
人
の
設
く
る
所
、
蓋
し
舜
水
歿
後
よ
り
今
に
至
り
て
二
百
五
十
年
に

垂ち
か

き
な
り
。
聞
く
な
ら
く
朱
仲
平
な
る
者
有
り
、
舜
水
の
後
裔
た
り
、
此

の
次
に
日
本
の
会
に
与
る
よ
り
帰
る
。
携
へ
て
帰
る
に
舜
水
の
遺
刀
、
信

諸
物
有
り
。
大
兄
は
一
議
案
を
提
ぐ
る
を
擬
し
、
祠
を
建
て
以
て
大
漢
の

先
烈
を
揚
げ
ん
と
す
。
現
に
先
づ
一
会
を
設
け
て
以
て
此
の
事
を
集
議
す

る
を
擬
す
云

）々
11
（

。

朱
輔
基
が
帰
国
後
に
、
銭
恂
は
直
ち
に
「
建
祠
」
の
議
案
を
提
出
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
「
先
づ
一
会
を
設
け
」
る
と
い
う
の
は
舜
水
学
社
を
設
立
す
る
こ
と

を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
目
的
は
「
大
漢
の
先
烈
を
揚
」
げ
る

こ
と
に
あ
る
と
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。

　

銭
恂
を
は
じ
め
浙
江
省
の
有
志
ら
が
提
出
し
た
議
案
に
も
強
い
反
満
の
意
が

窺
わ
れ
る
。

先
生
既
に
卒
し
日
本
に
葬
ら
る
。
日
人
其
の
徳
教
を
被
り
、
祠
祀
墓
祭
今

に
迄
り
て
衰
へ
ず
。
先
生
は
漢
族
禦
侮
の
志
を
抱
き
、
海
外
を
輾
転
し
、

中
土
を
恢
す
る
を
図
る
も
志
す
所
成
ら
ず
、
遂
に
日
本
に
留
ま
り
終
身
返

ら
ず
。
（
中
略
）
方
今
漢
族
光
復
し
、
才
俊
奮
起
し
、
豊
碑
に
績
を
勒き

ざ

み
、

俎
豆
を
千
秋
に
し
、
独
り
先
生
の
み
潜
徳
の
幽
光
を
蘊

た
く
は

へ
、
忠
骸
を
東
土

に
霾

〔
マ
マ
〕む

。
今
を
撫
し
て
昔
を
追
ひ
、
能
く
恫い

た

む
無
か
ら
ん
や

）
11
（

。

こ
の
議
案
の
中
で
は
、
朱
舜
水
は
満
清
に
蹂
躙
さ
れ
た
漢
民
族
と
し
て
海
外
乞

師
を
し
た
が
、
明
朝
恢
復
の
希
望
が
消
え
失
せ
た
た
め
、
日
本
に
定
住
し
た
と

言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
と
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
「
漢
族
光
復
」
が
成
功
し
た
た
め
、
生
涯
漢
民
族
の
王
朝

た
る
明
朝
を
恢
復
し
よ
う
と
し
た
朱
舜
水
を
中
国
へ
帰
葬
す
る
必
要
性
を
説
い

て
い
る
。
「
今
を
撫
し
て
昔
を
追
」
う
と
い
う
言
葉
に
は
、
漢
民
族
が
満
清
に

蹂
躙
さ
れ
た
過
去
と
、
日
本
に
「
忠
骸
」
を
埋
め
た
ま
ま
「
光
復
」
さ
れ
た
「
中

土
」
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
当
世
を
痛
む
気
持
ち
が
窺
わ
れ
る
。

（
二
）
銭
恂
の
革
命
的
活
動

　

銭
恂
は
駐
日
前
か
ら
既
に
清
朝
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
、
清
の
滅
亡
を
企
て

て
い
た
と
言
え
る
。
鄭
孝
胥
は
以
下
の
よ
う
に
銭
恂
を
非
難
し
て
い
る
。

銭
念
劬 

前
は
京
師
の
一
朝
士
の
宅
中
に
在
り
、
昌
ん
に
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、

「
中
国
決
し
て
必
ず
分
裂
し
、
江
浙
呉
楚 

日
本
の
割
く
所
と
為
り
て
、
日

本
の
臣
妾
と
為
る
を
得
る
が
如
く
、
此
れ
大
幸
な
り
」
と
。
湖
南
京
官
の

之
を
聞
く
有
り
、
甚
だ
憤
り
、
孝
胥
に
告
げ
て
曰
く
、
「
再
び
見
ゆ
れ
ば
、

必
ず
其
の
頰
を
批う

た
ん
」と
。
銭
の
検

つ
つ
ま

し
か
ら
ざ
る
こ
と
此
く
の
ご
と
し
。

亦
た
願
は
く
は
圳 

慎
し
み
て
其
の
言
を
聴
か
ん
。
南
皮
は
頗
る
栗
然
と

し
て
、
曰
く
、
「
此
れ
何
ら
の
語
や
、
銭
守
乃
ち
妄
り
に
発
せ
ん
や
」
と

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
鄭
孝
胥
は
銭
恂
が
日
本
へ
赴
任
す
る
前
に
既
に
、
彼
と
政
治

的
立
場
が
対
立
し
て
、
彼
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鄭
孝
胥
が
張
之

洞
に
伝
え
た
内
容
で
あ
る
。
同
じ
く
張
之
洞
の
幕
僚
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
同

僚
で
あ
る
た
め
、
二
人
の
間
に
潜
在
的
競
争
関
係
が
存
在
す
る

）
11
（

。
上
記
の
話
は

鄭
孝
胥
が
故
意
に
張
之
洞
に
吐
露
し
た
の
だ
と
い
う
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な

言
論
は
銭
恂
の
政
治
的
立
場
と
も
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
銭
恂
は
駐
日
期

間
に
、
さ
ら
に
自
国
（
清
朝
）
へ
の
蔑
視
を
見
せ
た
。
汪
有
齢
（
一
八
七
九
〜

一
九
四
七
）
は
当
時
東
京
に
留
学
し
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
銭
恂
は
「
東
京
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破
や
開
拓
精
神
の
主
張
を
込
め
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
は
『
浙
江
潮
』
の
宣
伝
す
る
反

満
反
清
の
革
命
思
想
と
足
並
み
を
揃
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
側
は
銭

恂
ら
の
よ
う
な
改
革
派
を
利
用
し
て
新
し
い
国
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

当
然
、
日
本
の
意
図
は
自
国
が
利
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
国
を
作
る
こ
と
に
あ

る
。
日
本
側
は
改
革
派
と
交
流
し
、
新
政
権
の
樹
立
で
意
気
投
合
し
た

）
1（
（

。
両
者

の
根
本
的
目
標
は
全
く
違
う
も
の
の
、
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
道
程
は
重
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
両
者
は
相
互
に
利
用
し
合
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

銭
恂
の
か
よ
う
な
言
動
は
鄭
孝
胥
や
湯
寿
潜
か
ら
見
れ
ば
革
命
派
に
あ
た
る
よ

う
な
急
進
ぶ
り
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
清
朝
の
外
交
官
と
し
て
維
新
派
、
革

命
派
と
緊
密
な
つ
な
が
り
も
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
「
根
本
改
革
之

説
）
11
（

」
を
主
張
し
た
が
、
あ
く
ま
で
改
革
に
止
ま
っ
て
お
り
、
革
命
派
と
は
完
全

に
吻
合
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
銭
恂
や
湯
寿
潜
ら
は
朱
舜
水
専
祠
建
立
の
案
を
浙
江
省
議
会

に
提
議
し
た
が
、
不
可
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
じ
く
明
末
清
初
の
文
人
で
清

の
統
治
に
反
抗
し
た
張
煌
言
（
一
六
二
〇
〜
一
六
六
四
）
と
の
二
人
合
祀
の
祠

の
建
立
は
可
決
さ
れ
た

）
11
（

。
多
数
の
議
員
が
反
対
し
た
こ
と
も
翫
味
す
る
に
値
す

る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
二
つ
の
原
因
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
ず
は
、
朱
舜
水

は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
人
物
で
は
な
い
こ
と
。
次
は
、
新
政
府
側
は
銭
恂
や
湯
寿

潜
ら
の
陳
情
案
の
内
容
に
不
同
意
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
年
の

十
二
月
に
政
府
側
の
提
案
が
批
准
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
提
案
者
は
当
時

両
浙
塩
運
使
だ
っ
た
張
栩
で
あ
る
。
内
務
部
の
公
報
に
よ
れ
ば
、
現
今
「
国
体

変
更
」
し
た
た
め
、
速
や
か
に
褒
揚
し
て
、
国
民
に
朱
舜
水
の
精
神
を
知
ら
せ

る
た
め
に
批
准
し
た
と
い
う

）
11
（

。
こ
の
「
国
体
変
更
」
と
い
う
語
は
興
味
深
い
。

民
国
政
府
が
成
立
し
た
た
め
、
前
明
遺
老
の
朱
舜
水
を
専
祠
に
祀
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
新
政
府
が
朱
舜
水
の
反
満

に
在
り
日
人
に
対
し
て
中
国
を
罵
る
を
好
む

）
11
（

」
と
い
う
。
銭
恂
は
駐
日
期
間
に

張
之
洞
の
代
理
と
さ
れ
る
職
務
に
携
わ
り
、
日
本
側
の
要
人
・
軍
人
と
も
往
来

し
、
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
い
た
。

此
夜
仲
ノ
町
に
て
銭
恂
と
会
し
、
平
岩
の
通
訳
に
て
時
事
談
を
為
し
た
る

一
節
に
、
張
等
は
天
子
蒙
塵
（
多
分
長
安
に
）
す
る
こ
と
も
あ
ら
ば
清
国

は
無
政
府
と
為
る
べ
く
、
其
際
に
は
南
部
二
、
三
の
総
督
は
連
合
し
て
南

京
に
一
政
府
を
立
つ
る
の
止
を
得
ざ
る
に
至
ら
ん
云
々
の
語
あ
り

）
11
（

。
銭

恂
役
所
に
来
訪
。
張
之
洞
よ
り
新
政
府
設
立
の
場
合
あ
る
や
も
知
れ
ず
、

目
下
兵
力
を
厚
ふ
し
置
く
こ
と
は
何
よ
り
の
急
務
に
付
き
、
呉
元
愷
の

二
千
、
張
彪
の
二
千
五
百
の
外
、
更
に
三
千
を
募
集
し
度
き
に
付
き
、
大

尉
二
人
と
小
銃
（
三
十
年
式
或
は
村
田
連
発
）
五
千
梃
を
所
望
す
と
の
こ

と
を
語
る

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
銭
恂
は
張
之
洞
の
代
理
と
し
て
宇
都
宮
太
郎
（
一
八
六
一
〜

一
九
二
二
）
に
新
政
府
の
設
立
や
援
兵
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
宇
都
宮
太
郎
の
日
記
で
あ
る
た
め
、
信
憑
性
は
ま
だ
検
証
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
も
の
の
、
当
時
の
時
勢
と
銭
恂
自
身
の
政
治
志
向
か
ら
見
れ
ば
、
彼

の
反
満
へ
の
転
向
の
裏
付
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
直
接
の
関
連
は
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
上
記
の
記
述
は
明
末
に
お
け
る
南
明
政
権
の
成
立
と
朱
舜
水

の
「
乞
師
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
反
満
と
い
う

立
場
で
朱
舜
水
を
顕
彰
し
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

　

銭
恂
は
日
本
駐
在
期
間
に
積
極
的
に
在
日
留
学
生
に
革
命
へ
の
方
向
性
を
持

つ
改
革
的
理
念
を
教
え
込
ん
だ
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
は
太
公
と
い
う
筆
名
で
浙

江
省
出
身
の
留
学
生
が
創
刊
し
た
『
浙
江
潮
』
に
寄
稿
し
、
文
章
に
は
現
状
打

朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争
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精
神
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
た
だ
朱
舜
水
の
学
風
や
孤
忠
を
褒

揚
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
銭
恂
や
湯
寿
潜
ら
は
朱
舜
水
を
反
満
の

志
士
と
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
「
陳
情
書
」
に
は
漢
民
族
中
心
主
義
的
な
言

葉
が
書
か
れ
て
お
り
、
反
満
主
義
を
匂
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
れ
は
樹
立

し
た
ば
か
り
の
新
政
府
に
と
っ
て
は
都
合
が
悪
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
朱
舜
水
顕
彰
の
事
業
に
関
す
る
知
識
人
の
言
行
を
め
ぐ
っ
て
、
清
末

民
国
初
期
の
官
僚
・
知
識
人
間
に
お
け
る
政
治
的
闘
争
の
一
側
面
を
描
出
し
た
。

す
な
わ
ち
湯
寿
潜
、
鄭
孝
胥
、
銭
恂
と
い
う
三
人
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

朱
舜
水
に
対
す
る
評
価
を
明
ら
か
に
し
た
。
三
人
は
と
も
に
張
之
洞
の
幕
僚
と

し
て
活
動
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
異
な
る
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
銭
恂
は
革

命
的
な
言
動
を
取
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
革
命
の
道
を
歩
ん
で
い
な
か
っ

た
。
彼
が
中
心
に
な
っ
て
政
府
議
会
に
提
出
し
た
朱
舜
水
専
祠
建
設
の
陳
情
書

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
湯
寿
潜
や
銭
恂
は
自
分
の
反
満
の
意
志
を
朱
舜
水
に

託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
銭
恂
は
清
末
か
ら
革
命
派
と
緊
密
な
関
係
を
持
ち
、

強
い
反
満
反
清
の
意
志
を
抱
え
て
い
た
。
湯
寿
潜
は
清
朝
護
持
か
ら
共
和
制
支

持
へ
と
、
時
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
行
動
し
た
。
革
命
後
に
朱
舜
水
顕
彰
を
行
っ

た
こ
と
に
は
、
浙
江
省
の
同
郷
と
し
て
遺
民
・
志
士
で
あ
る
朱
舜
水
を
故
郷
へ

帰
葬
し
遺
志
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
ほ
か
、
革
命
に
よ
る
専
制
体
制
の
終
結

と
新
国
家
の
樹
立
を
支
持
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
他
方
、
鄭
孝
胥
は
一
貫
し

て
民
国
を
敵
視
し
、
王
朝
体
制
に
戻
そ
う
と
し
た
。
彼
は
忠
臣
た
る
朱
舜
水
を

評
価
し
、
朱
舜
水
を
反
満
反
清
と
い
う
面
で
喧
伝
し
た
湯
寿
潜
や
銭
恂
ら
を
強

く
批
判
し
た
。
鄭
孝
胥
は
清
末
の
「
遺
民
」
と
し
て
屈
折
し
た
忠
の
観
念
を
有

し
て
い
た
。
総
じ
て
言
え
ば
、
朱
舜
水
が
中
国
へ
逆
輸
入
さ
れ
た
際
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
政
治
傾
向
に
基
づ
く
受
け
止
め
方
で
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
朱

舜
水
像
の
比
較
を
通
し
て
、
当
時
、
排
満
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
存
在
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
朝
復
興
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
朱

舜
水
自
身
が
よ
り
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
儒
教
の
存
亡
危
機
と
「
大
同
」

（
『
礼
記
』
礼
運
）
と
い
う
理
想
社
会
の
構
築
で
あ
り
、
「
大
同
」
が
実
現
す
る

場
を
日
本
に
想
定
し
て
い
た
。
儒
教
頽
廃
と
明
朝
滅
亡
に
よ
る
中
華
文
化
の
凋

落
が
朱
舜
水
に
と
っ
て
の
最
大
の
痛
恨
だ
っ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。
韓
東
育
氏
が
主
張

す
る
よ
う
に
、
朱
舜
水
が
日
本
で
押
し
広
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
道
学
よ
り
は
、

む
し
ろ
実
学
的
な
「
浙
東
中
華
主
義
」
で
あ
る

）
11
（

。
結
果
、こ
の
「
浙
東
中
華
主
義
」

は
日
本
の
「
華
夷
変
態
」
に
御
墨
付
を
与
え
た
。
朱
舜
水
の
こ
う
し
た
実
像
と

比
べ
て
み
る
と
、
清
末
の
志
士
た
ち
は
彼
ら
が
求
め
た
理
想
の
志
士
と
し
て
明

末
の
朱
舜
水
を
描
い
た
。
近
代
中
国
の
知
識
人
が
構
築
し
た
志
士
像
は
、
前
近

代
の
志
士
に
彼
ら
自
身
の
立
場
を
投
影
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
附
記
・
謝
辞
】
本
稿
は
日
本
儒
教
学
会
二
〇
二
三
年
度
大
会
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
・
執
筆
の
際
に
有

益
な
る
御
意
見
を
賜
っ
た
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　

本
研
究
は
、J

S
T

次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ムJ

P
M
J
S
P
1
（
1
1

の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

注

（
１
）　

石
東
国
「
水
戸
学
と
陽
明
学
」
『
陽
明
学
』
陽
明
学
会
、
十
号
、
一
九
〇
〇
年
、

三
三
頁
。

（
２
）　

拙
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
朱
舜
水
の
「
志
士
」
像
―
知
識
人
の
論
説
を
手
が

日本儒教学会報 八
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（
（1
）　

汪
林
茂
「
湯
寿
潜
的
憲
政
建
設
実
践
（（

1
（
（

―（
1
（
1

）
」
『
浙
江
社
会
科
学
』

二
〇
二
一
年
第
五
号
、
二
〇
二
一
年
五
月
、
一
四
一
頁
。

（
11
）　

『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
五
月
二
十
八
日
七
面
。
『
読
売
新
聞
』

一
九
一
三
年
五
月
二
十
九
日
朝
刊
三
面
。
『
新
世
界
』
一
九
一
三
年
六
月
二
十
日
四

面
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
ヴ
ァ
ー
研
究
所
邦
字
新
聞
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
。

（
1（
）　

（
日
）
『
時
事
新
報
』
一
九
一
三
年
六
月
二
十
日
四
面
。
さ
ら
に
、
朱
輔
基
ら
二

人
は
水
戸
徳
川
家
に
対
し
て
、
杭
州
の
舜
水
学
社
が
落
成
し
た
後
に
代
表
者
が
来

日
し
て
舜
水
墳
墓
の
土
を
乞
う
際
に
手
続
き
を
上
手
く
し
て
も
ら
え
る
よ
う
依
頼

し
た
。
こ
れ
ら
は
中
国
の
新
聞
も
訳
載
し
た
（
『
新
中
国
報
』
一
九
一
三
年
七
月
五

日
七
面
を
参
照
）
。

（
11
）　

黒
板
勝
美
「
朱
舜
水
と
湊
川
碑
」『
日
本
及
日
本
人
』
第
五
八
〇
号
、
一
九
一
二
年
、

五
十
頁
。

（
11
）　

『
中
国
近
代
思
想
家
文
庫　

湯
寿
潜
巻
』
前
掲
、
三
六
〇
頁
。

（
11
）　

同
上
、
三
三
六
〜
三
三
七
頁
。

（
11
）　

同
上
、
三
八
八
頁
。

（
11
）　

鄭
孝
胥
「
湯
蟄
先
求
作
明
遺
老
朱
舜
水
詩
」
、
黄
珅
・
楊
暁
波
校
点
『
海
蔵
楼
詩

集
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
三
〜
二
五
四
頁
。
詩
の
全
文
は
以

下
で
あ
る
。
「
後
楽
園
中
好
樹
石
、
海
波
呑
天
滞
魂
魄
。
九
原
想
与
夷
齊
遊
、
徙
倚

祠
門
長
太
息
。
当
年
東
隣
重
忠
義
、
藩
侯
倒
屣
迎
賓
客
。
駒
籠
私
第
址
堪
尋
、
龍

麓
高
墳
碑
未
泐
。
我
遊
江
戸
嘗
憑
弔
、
竊
敬
此
翁
世
莫
識
。
忽
聞
学
社
噪
杭
州
、

帰
骨
建
祠
争
甚
力
。
斯
人
辟
世
雖
不
返
、
故
国
旧
君
心
匪
易
。
紛
紛
正
欲
廃
大
倫
、

謬
託
同
心
定
何
益
。
策
名
委
質
義
難
背
、
自
許
英
霊
照
肝
膈
。
善
学
柳
下
有
不
可
、

妄
附
紫
陽
渠
所
斥
。
願
持
此
意
入
社
来
、
儻
訝
異
端
従
見
闢
。
」

（
11
）　

中
国
国
家
博
物
館
編
、
労
祖
徳
整
理
『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
三
冊
、
中
華
書
局
、

一
九
九
三
年
、
一
七
〇
五
頁
。
「
余
与
民
国
乃
敵
国
也
」
と
あ
る
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
一
冊
、
前
掲
、
四
三
六
頁
。

か
り
に
―
」
『
中
国
哲
学
研
究
』
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
、
第
三
十
一
号
、

二
〇
二
一
年
四
月
、
二
十
八
〜
六
十
三
頁
。

（
３
）　

石
原
道
博
『
朱
舜
水
（
新
装
版
）
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
六
三
頁
。

（
４
）　

銭
明
「
清
末
民
初
的
朱
舜
水
熱
」
『
浙
江
学
刊
』
一
九
九
六
年
第
五
号
、

一
九
九
六
年
九
月
、
八
十
六
〜
九
十
頁
。

（
５
）　

林
瑛
琪
「
戦
前
朱
舜
水
研
究
：
一
個
知
識
社
会
学
的
考
察
」
『
鵝
湖
月
刊
』
第

二
十
九
卷
十
一
号
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
十
五
〜
二
十
四
頁
。

（
６
）　

杜
品
「
梁
啓
超
何
以
対
朱
舜
水
関
注
最
晩
而
評
価
最
高
」
『
山
西
檔
案
』

二
〇
一
七
年
三
号
、
二
〇
一
七
年
五
月
、
一
七
四
〜
一
七
六
頁
。

（
７
）　

黄
遵
憲
著
、
陳
錚
編
『
黄
遵
憲
集
』
第
一
冊
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
、
四
十
八
頁
。

（
８
）　

『
黄
遵
憲
集
』
第
四
冊
、
前
掲
、
一
六
三
四
頁
。

（
９
）　

康
有
為
撰
、
姜
義
華
・
張
栄
華
編
校
『
康
有
為
全
集
』
第
十
二
集
、
中
国
人
民

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
六
七
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
「
明
末
朱
舜
水
先
生
避
地
日
本
、
徳
川
儒
学
之
盛
自
此
伝
焉
。
今

二
百
五
十
年
、
徳
川
公
国
順
挙
改
碑
祭
、
名
侯
士
夫
集
而
行
礼
者
四
百
余
人
。
吾

在
須
磨
不
能
預
盛
典
、
寄
松
樹
植
墓
前
、
附
以
五
詩
以
寄
思
仰
」
と
あ
る
。

（
（（
）　

呉
天
任
撰
『
康
有
為
先
生
年
譜　

下
』
藝
文
印
書
館
、
一
九
九
四
年
、
五
二
一
頁
。

（
（1
）　

「
孔
教
会
序　

其
二
」
『
孔
教
会
雑
誌
』
第
一
巻
第
二
号
、
十
三
頁
。
『
辛
亥
革
命

時
期
期
刊
匯
編
』
編
纂
委
員
会
編
『
辛
亥
革
命
時
期
期
刊
匯
編
』
第
四
十
冊
所
収
、

首
都
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
七
五
頁
。

（
（1
）　

「
朱
舜
水
の
祭
典
」
『
風
俗
画
報
』
四
三
四
号
、
一
九
一
二
年
七
月
五
日
、
八
頁
。

（
（1
）　

『
読
売
新
聞
』
一
九
一
二
年
六
月
二
日
朝
刊
、
三
面
。

（
（1
）　

『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
五
月
二
八
日
七
面
。

（
（1
）　

湯
寿
潜
「
舜
水
遺
書
序
」
、
馬
一
浮
編
『
舜
水
遺
書
』
、
一
九
一
三
年
。

（
（1
）　

汪
林
茂
編
『
中
国
近
代
思
想
家
文
庫　

湯
寿
潜
巻
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
、
五
七
六
〜
五
七
七
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
三
三
四
頁
。

朱舜水の受容から見る清末民国初期の政治的闘争
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（
11
）　

栗
林
幸
雄
「
清
末
に
お
け
る
鄭
孝
胥
の
思
想
と
行
動
―
幕
僚
・
官
僚
時
期
を
中

心
に
―
」
『
社
会
文
化
史
学
』
第
三
十
八
号
、
一
九
九
八
年
、
六
十
七
頁
。

（
11
）　

同
上
、
七
十
四
頁
。

（
1（
）　

中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
中
華
民
国
史
檔
案
資
料
匯
編
』
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、

一
九
七
九
年
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
三
冊
、
前
掲
、
一
三
六
一
頁
。

（
11
）　

同
上
、
一
三
五
八
頁
。

（
11
）　

同
上
、
一
三
九
六
〜
一
三
九
九
頁
。

（
11
）　

黄
慶
澄
は
「
根
気
清
峭
、
胸
次
広
博
、
尤
長
孟
子
之
学
」
と
鄭
孝
胥
を
評
価
し
た
（
黄

慶
澄
「
東
遊
日
記
」
、
王
暁
秋
点
、
史
鵬
校
『
早
期
日
本
遊
記
五
種
』
所
収
、
湖
南

人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
二
五
五
頁
）
。
鄭
孝
胥
は
駐
日
時
期
に
、『
説
文
解
字
』

『
日
知
録
』
『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
士
大
夫
の
必
読
書
を
読
ん
で
お
り
、
西
洋
学
問

と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
（
李
秉
星
「
鄭
孝
胥
駐
日
時
期
的
文
化
交
往
与

心
態
」『
日
語
学
習
与
研
究
』
二
〇
二
〇
年
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
二
月
、
一
一
九
頁
）
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
三
冊
、
前
掲
、
一
四
八
四
頁
。

（
11
）　

同
上
、
一
三
六
一
頁
。

（
11
）　

秦
燕
春
『
清
末
民
初
的
晩
明
想
像
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
一
頁
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
三
冊
、
前
掲
、
一
四
八
四
頁
。

（
11
）　

『
孔
子
家
語
』
巻
二
「
好
生
」
に
見
え
る
孔
子
の
言
に
「
魯
人
有
独
処
室
者
、
隣

之
釐
婦
亦
独
処
一
室
。
夜
暴
風
雨
至
、
釐
婦
室
壊
、
趨
而
託
焉
、
魯
人
閉
戸
而
不
納
。

釐
婦
自
牖
与
之
言
、
『
子
何
不
仁
而
不
納
我
乎
。
』
魯
人
曰
、
『
吾
聞
、
男
女
不
六
十

不
間
居
。
今
子
幼
吾
亦
幼
、
是
以
不
敢
納
爾
也
。
』
婦
人
曰
、
『
子
何
不
如
柳
下
恵

然
、
嫗
不
逮
門
之
女
、
国
人
不
称
其
乱
。
』
魯
人
曰
、
『
柳
下
恵
則
可
、
吾
固
不
可
、

吾
将
以
吾
之
不
可
、
学
柳
下
恵
之
可
。
』
孔
子
聞
之
曰
、
『
善
哉
。
欲
学
柳
下
恵
者
、

未
有
似
於
此
者
。
期
於
至
善
而
不
襲
其
為
、
可
謂
智
乎
。
』
」
と
あ
る
。

（
1（
）　

頭
注
に
「
『
朱
子
家
伝
』
云
：
或
持
譜
謂
朱
文
公
有
子
為
餘
姚
令
、
遂
家
於
是
。

族
人
欲
附
之
、
舜
水
不
可
、
曰
、
『
人
貴
自
立
、
不
必
攀
附
紫
陽
。
』
」
と
あ
る
（
鄭

孝
胥
「
湯
蟄
先
求
作
明
遺
老
朱
舜
水
詩
」
前
掲
、
二
五
四
頁
）
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
三
冊
、
前
掲
、
一
三
九
〇
頁
。

（
11
）　

黎
靖
徳
編
、
王
星
賢
点
校
『
朱
子
語
類
』
巻
十
三
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、

二
三
三
頁
。
「
父
子
兄
弟
夫
婦
、
皆
是
天
理
自
然
、
人
皆
莫
不
自
知
愛
敬
。
君
臣
雖

亦
是
天
理
、
然
是
義
合
。
世
之
人
便
自
易
得
苟
且
、
故
須
於
此
説
『
忠
』
、
却
是
就

不
足
処
説
。
」

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
二
冊
、
前
掲
、
七
九
二
頁
。

（
11
）　

鄭
穎
達
口
述
、
銭
婉
約
記
録
校
注
「
回
憶
祖
父
鄭
孝
胥
及
其
児
孫
」
『
ア
ジ

ア
文
化
交
流
研
究
』
第
三
号
、
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
八
年
三
月
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
四
冊
、
前
掲
、
二
二
七
三
頁
。

（
11
）　

李
君
「
「
存
在
之
由
」
与
「
変
遷
之
故
」

―（
1
1
（

年
以
前
之
鄭
孝
胥
探
研
」
、

河
北
師
範
大
学
博
士
学
位
論
文
、
一
四
九
頁
。

（
11
）　

愛
新
覚
羅
・
溥
儀
「
我
的
前
半
生
（
全
本
）
」
群
衆
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、

二
二
二
頁
。
溥
儀
は
陳
曾
寿
の
日
記
を
引
用
し
、
皇
帝
の
地
位
が
形
骸
化
さ
れ
た

こ
と
を
記
し
た
。

（
11
）　

朱
舜
水
に
遺
民
の
想
い
を
馳
せ
た
人
は
清
末
に
少
な
か
ら
ず
い
た
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
王
国
維
と
羅
振
玉
二
人
の
日
本
亡
命
が
朱
舜
水
に
倣
う
こ
と
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
林
立
『
滄
海
遺
音
：
民
国
時
期
清
遺
民
詞
研
究
』
香
港
中
文
大
学
出

版
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
六
頁
。

（
11
）　

韓
東
育
「
朱
舜
水
「
拝
官
不
就
」
与
「
明
征
君
」
称
号

―
兼
渉
「
甲
午
戦
争
」

前
後
的
「
復
明
」
輿
論
」
、『
中
国
史
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
五
月
、

一
三
二
頁
。

（
1（
）　

孫
祥
偉
「
東
南
精
英
群
体
的
代
表
人
物

―
湯
寿
潜
研
究
（（

1
1
1
-
（
1
（
1

）
」
上

海
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
二
頁
。

（
11
）　

高
木
理
久
夫
「
銭
恂
年
譜
」
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
五
十
六
号
、

二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
〜
五
十
七
頁
。
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七
六
五
一
頁
。
）

（
11
）　

馮
自
由
『
革
命
逸
史
』
初
集
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、
五
十
四
頁
。
「
時
銭

恂
任
留
日
学
生
監
督
、
与
章
為
旧
識
、
亦
主
根
本
改
革
之
説
、
彼
此
往
還
、
殊
不
寂
寞
」

と
あ
る
。

（
11
）　

（
中
）『
時
事
新
報
』
一
九
一
三
年
四
月
十
三
日
五
面
と
六
面
、「
浙
省
会
議
事
紀
」
。

原
文
、
「
十
号
午
後
一
時
、
開
第
十
三
次
大
会
。
（
中
略
）
湯
寿
潜
等
陳
請
建
設
朱

舜
水
専
祠
案
。
縁
此
事
曾
経
臨
時
議
会
議
決
、
将
張
蒼
水
、
朱
舜
水
両
先
生
合
設

一
祠
。
今
復
議
改
設
専
祠
、
衆
議
員
多
数
反
対
、
議
長
付
表
決
、
仍
照
臨
時
会
議

原
案
、
設
立
二
水
先
生
祠
、
多
数
賛
成
、
遂
通
過
。
」

（
11
）　

中
国
第
二
歴
史
檔
案
館
編
『
政
府
公
報
』
一
九
一
三
年
第
二
一
冊
十
二
月
十
八

日
第
五
百
八
十
四
号
、
上
海
書
店
、
一
九
八
八
年
、
四
六
頁
。

（
11
）　

「
昔
者
孔
子
曰
、
『
大
道
之
行
也
、
與
三
代
之
英
、
丘
未
之
逮
也
。
夫
大
道
之
行

也
、
天
下
為
公
、
選
賢
與
能
、
講
信
脩
睦
。
（
中
略
）
是
謂
大
同
。
』
（
中
略
）
茲
幸

際
知
遇
之
隆
、
私
計
近
世
中
国
不
能
行
之
、
而
日
本
為
易
。
」
「
中
国
問
学
真
種
子

幾
乎
絶
息
。
」
「
近
者
、
中
国
之
所
以
亡
、
亡
於
聖
教
之
隳
廃
。
聖
教
隳
廃
、
則
奔

競
功
利
之
路
開
、
而
礼
義
廉
恥
之
風
息
。
欲
不
亡
得
乎
。
知
中
国
之
所
以
亡
、
則

知
聖
教
之
所
以
興
矣
。
」
（
朱
舜
水
著
、
朱
謙
之
編
『
朱
舜
水
集
』
、
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
、
一
一
三
、
一
七
四
、
一
八
三
頁
。
）

（
11
）　

韓
東
育
「
朱
舜
水
「
東
夷
」
褒
貶
的
初
衷
与
苦
衷
」
、
『
東
北
師
大
学
報
（
哲
学

社
会
科
学
版
）
』
二
〇
二
二
年
第
一
号
、
二
〇
二
二
年
一
月
、
十
二
頁
。

（
11
）　

楊
天
石
主
編
『
銭
玄
同
日
記
（
整
理
本
）
上
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四

年
、
二
二
九
〜
二
三
〇
頁
。
北
京
魯
迅
博
物
館
編
『
銭
玄
同
日
記
（
影
印
本
）（
３
）
』

福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
三
四
頁
。
一
九
一
二
年
十
二
月
十
九
日
条
。

（
11
）　

『
新
中
国
報
』
一
九
一
三
年
六
月
六
日
、
二
面
。

（
11
）　

『
鄭
孝
胥
日
記
』
第
二
冊
、
前
掲
、
七
〇
三
頁
。

（
11
）　

戴
海
斌
「
錢
恂
事
迹
補
説
：
從
張
遵
逵
先
生
的
來
信
談
起
」
『
中
国
文
化
』

二
〇
一
八
年
一
号
、
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
八
年
五
月
、
一
一
九
〜
一
二
一
頁
。

（
11
）　

上
海
図
書
館
編
『
汪
康
年
師
友
書
札
（
一
）
』
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、

九
八
四
頁
。

（
11
）　

宇
都
宮
太
郎
関
係
資
料
研
究
会
編
『
日
本
陸
軍
と
ア
ジ
ア
政
策
：
陸
軍
大
将
宇

都
宮
太
郎
日
記
１
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
十
八
頁
、
一
九
〇
〇
年
六
月

二
十
八
日
条
。
こ
の
条
に
つ
い
て
、
戴
海
斌
「
錢
恂
事
迹
補
説 

從
張
遵
逵
先
生
的

來
信
談
起
」
で
は
、
張
之
洞
で
は
な
く
、
銭
恂
自
身
の
思
惑
を
吐
露
し
た
の
だ
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

同
上
、
八
十
九
頁
、
一
九
〇
〇
年
七
月
六
日
条
。

（
11
）　

「
葛
瑪
航
行
印
度
事
」
「
陸
治
斯
南
極
探
険
事
」
、
『
浙
江
潮
』
第
二
期
三
版
、

一
九
〇
三
年
、
一
四
五
〜
一
五
四
頁
。
ほ
か
に
、
同
期
に
彼
に
よ
る
「
東
京
雑
事

詩
」
が
掲
載
さ
れ
、
日
本
の
維
新
志
士
、
教
育
、
近
代
的
文
明
等
が
詠
ま
れ
て
い

た
（
一
六
一
〜
一
六
四
頁
）
。

（
1（
）　

戴
海
斌
「
錢
恂
事
迹
補
説 

從
張
遵
逵
先
生
的
來
信
談
起
」
前
掲
、
一
二
二
〜

一
二
三
頁
。
銭
恂
が
日
本
留
学
生
監
督
に
選
ば
れ
た
の
も
日
本
側
の
意
向
で
あ
る
。

当
時
の
日
本
総
領
事
こ
と
小
田
切
萬
壽
之
助
は
張
之
洞
に
銭
恂
を
推
薦
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
「
接
日
本
総
領
事
小
田
切
自
日
本
来
電
云
、
『
湖
北
与
日
本
所
商
派
学

生
赴
東
及
聘
各
種
教
習
来
鄂
各
節
、
望
速
遣
知
府
銭
恂
赴
東
一
行
、
以
便
面
商
。
』

並
云
、『
此
系
外
部
令
其
発
電
、
応
即
作
為
外
部
之
電
』
等
語
。
査
銭
恂
已
遵
旨
赴
京
、

日
内
計
已
到
、
鄂
省
本
与
日
本
議
定
即
派
該
守
帯
学
生
前
往
。
」
（
苑
書
義
・
孫
華

峰
・
李
秉
新
主
編
『
張
之
洞
全
集
』
第
九
冊
、
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
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